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令和５年度 

 

盛岡市上下水道局 下水道施設管理課 

  



（適用） 

第１条 この仕様書は、盛岡市上下水道局が発注する鴨助堰外草刈等業務委託（以下「業務」という。）

に適用する。 

２ この仕様書に記載されていない事項については、次の各号に掲げる仕様書によること。 

(1) 盛岡市下水道工事標準仕様書（令和５年６月１日以降、盛岡市上下水道局） 

(2) 共通仕様書（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）（令和４年４月１日以降、岩手県県土整備部） 

 

（諸法規の遵守） 

第２条 受注者は業務履行にあたり関係諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、その運営

適用は受注者の責任において行うこと。 

 

（書類の提出） 

第３条 受注者は、発注者の指示により次の書類を提出すること。 

（1）業務着手届 

（2）現場責任者届 

（3）業務工程表 

(4) 業務計画書 

（5）業務週報（様式－１） 

（6）その他、発注者が必要と認める書類 

 

（履行場所） 

第４条 履行場所は次のとおりとする。 

（1）鴨助堰（盛岡市永井23地割外地内）外72箇所 

ア 盛岡市永井23地割外地内 

イ 盛岡市山岸六丁目地内 

ウ 盛岡市三本柳20地割外地内 

エ 盛岡市青山一丁目地内 

オ 盛岡市上堂一丁目地内(1) 

カ 盛岡市安倍館町外地内 

キ 盛岡市厨川一丁目地内 

ク 盛岡市上堂四丁目地内 

ケ 盛岡市本宮字平藤地内 

コ 盛岡市手代森７地割地内 

サ 盛岡市上田字小鳥沢地内 

シ 盛岡市長橋町地内 

ス 盛岡市南仙北一丁目外地内 

セ 盛岡市三ツ割五丁目地内 

ソ 盛岡市緑が丘四丁目外地内 

タ 盛岡市大館町地内(1) 

チ 盛岡市東山二丁目地内 

ツ 盛岡市川目町地内(1)～(3) 

テ 盛岡市永井18地割地内 

ト 盛岡市三本柳12地割地内 



ナ 盛岡市三本柳16地割地内 

ニ 盛岡市黒石野二丁目地内 

ヌ 盛岡市東見前７地割地内(1) 

ネ 盛岡市青山四丁目地内 

ノ 盛岡市山王町地内 

ハ 盛岡市東黒石野三丁目地内 

ヒ 盛岡市上田二丁目地内 

フ 盛岡市仙北三丁目地内(1) 

ヘ 盛岡市流通センター北一丁目地内 

ホ 盛岡市西青山一丁目地内 

マ 盛岡市中堤町地内(1) 

ミ 盛岡市大館町地内(2) 

ム 盛岡市大新町地内 

メ 盛岡市北天昌寺町地内(1) 

モ 盛岡市東緑が丘地内 

ヤ 盛岡市高松一丁目地内(1) 

ユ 盛岡市高松一丁目地内(2) 

ヨ 盛岡市山岸四丁目地内 

ラ 盛岡市山岸三丁目地内 

リ 盛岡市下米内二丁目地内 

ル 盛岡市三ツ割二丁目地内 

レ 盛岡市加賀野四丁目地内 

ロ 盛岡市三本柳２地割地内 

ワ 盛岡市津志田南二丁目地内 

ヲ 盛岡市永井24地割地内 

ア-2 盛岡市永井16地割地内(1) 

イ-2 盛岡市南仙北一丁目地内(1) 

ウ-2 盛岡市南仙北一丁目地内(2) 

エ-2 盛岡市永井16地割地内(2) 

オ-2 盛岡市三本柳８地割地内 

カ-2 盛岡市三本柳３地割地内 

キ-2 盛岡市津志田27地割地内 

ク-2 盛岡市津志田西一丁目地内 

ケ-2 盛岡市岩脇町地内(1) 

コ-2 盛岡市岩脇町地内(2) 

サ-2 盛岡市厨川二丁目地内 

シ-2 盛岡市上堂一丁目地内(2) 

ス-2 盛岡市前九年三丁目地内 

セ-2 盛岡市大館町地内(3) 

ソ-2 盛岡市大館町地内(4) 

タ-2 盛岡市中堤町地内(2) 

チ-2 盛岡市南仙北一丁目地内(3) 

ツ-2 盛岡市三本柳17地割地内 



テ-2 盛岡市高松二丁目地内 

ト-2 盛岡市北天昌寺町地内(2) 

ナ-2 盛岡市南仙北二丁目地内(1) 

ニ-2 盛岡市仙北三丁目地内(2) 

ヌ-2 盛岡市川目町地内(4) 

ネ-2 盛岡市東見前７地割地内(2) 

ノ-2 盛岡市黒石野一丁目地内 

ハ-2 盛岡市前九年二丁目地内 

ヒ-2 盛岡市三本柳11地割地内 

フ-2 盛岡市南仙北二丁目地内(2) 

 

（2）松園汚水中継ポンプ場外３箇所 

ア 松園汚水中継ポンプ場 盛岡市東松園四丁目１－15 

イ 松園第二汚水中継ポンプ場 盛岡市小鳥沢一丁目28－16 

ウ 旧桜台汚水処理施設 盛岡市桜台二丁目26－１ 

エ 手代森汚水処理施設 盛岡市手代森14地割19－16 

 

（業務内容） 

第５条 業務内容は次のとおりとする。 

（1）鴨助堰（盛岡市永井23地割外地内）外72箇所 

ア 水路法面等を含む機械草刈（肩掛式草刈機械による） 

イ 集草運搬及び処分 

（盛岡市クリーンセンター又は盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター焼却処分） 

（2）松園汚水中継ポンプ場外３箇所 

ア 施設場内の機械草刈（肩掛式草刈機械による） 

イ 集草運搬及び処分 

（盛岡市クリーンセンター又は盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター焼却処分） 

 

 

（履行時期及び回数） 

第６条 受注者は、予め業務の履行時期等について業務工程表を作成のうえ、監督員と協議すること。 

２ 履行時期及び回数は概ね次表によること。 

業務内容 履行場所 

履行時期 

備考 

７月 

中旬

～ 

８月

下旬 

 

9月

上旬

～ 

10月

下旬 

機械草刈 
第４条（1）ア～フ-2 ○  ○  

第４条（2）ア～エ   ○ ９月下旬に実施のこと 

 

（写真管理） 



第７条 受注者は、着手前、完了後のほか、業務の進捗状況に従い工程毎にカラー撮影し、編集（履行

場所、月日、撮影内容等を記入）及び製本のうえ、提出すること。なお、撮影箇所の選定にあたって

は、着手前に監督員に確認を受けた上で実施すること。 

 

（その他） 

第８条 草刈の際は、水路内に草を落とさないよう細心の注意を払い作業すること。やむを得ず水路内

に草が入った場合には速やかに下流側で集草し、水路内から除去すること。 

２ 業務期間中は、履行場所に関する巡視点検を行い、受注者の責任において安全確保に努めること。 

３ 受注者は、業務の実施にあたり、既存構造物等に損傷を及ぼさないように細心の注意を払い実施す

ること。なお、構造物等に損傷を与えた場合には、速やかに監督員に報告し、その指示を受けるとと

もに、受注者の費用をもって原状回復を図ること。 

４ 業務実施中に事故又は苦情等が発生した場合には、その内容について速やかに監督員に報告するこ

と。なお、事故による損害や苦情等は、受注者の責任をもって処理すること。 

５ 履行場所において乾燥させた草は速やかに集草のうえ、運搬処分すること。 

６ 1000㎡当たりの処分重量については、変更契約の対象としないものとする。 

７ 設計図書に明示していない事項であっても、業務履行上必要なものは、受注者において処理するこ

と。 

８ 日々の業務予定箇所について、監督員に報告すること。 

９ その他本仕様書に定めのない事項については双方の協議のうえ決定するものとするが、軽微なもの

は監督員の指示によること。 



様式－１  
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業務の名称：鴨助堰外草刈等業務委託 

履行場所 ：盛岡市永井 23 地割外地内 

受  注  者： 

















積算参考資料（間接費補正一覧）（水路）
単 価 使 用 年 月 2023年6月

歩 掛 適 用 年 月 2023年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2023年6月 被 災 地 機 械 損 料 補 正 対象機械あり

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正 未使用 1.00

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.5

盛岡市上下水道局- 10 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（水路）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ） 0日間

真 夏 日 日 数 0日間

補 正 係 数 補正なし 0.00

熱 中 症 補 正 自動設定 0.00%

工 期 日 数 0日間

冬 期 日 数 0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分 ４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正 自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正 補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.2

一般管理費

前払金支出割合による補 正 補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

盛岡市上下水道局- 11 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（ポンプ場）
単 価 使 用 年 月 2023年6月

歩 掛 適 用 年 月 2023年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2023年6月 被 災 地 機 械 損 料 補 正 対象機械あり

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正 未使用 1.00

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.5

盛岡市上下水道局- 17 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（ポンプ場）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ） 0日間

真 夏 日 日 数 0日間

補 正 係 数 補正なし 0.00

熱 中 症 補 正 自動設定 0.00%

工 期 日 数 0日間

冬 期 日 数 0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分 ４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正 自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正 補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.2

一般管理費

前払金支出割合による補 正 補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

盛岡市上下水道局- 18 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（処理場）
単 価 使 用 年 月 2023年6月

歩 掛 適 用 年 月 2023年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2023年6月 被 災 地 機 械 損 料 補 正 対象機械あり

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種 14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正 未使用 1.00

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.5

盛岡市上下水道局- 24 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（処理場）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数 （ 熱 中 症 補 正 ） 0日間

真 夏 日 日 数 0日間

補 正 係 数 補正なし 0.00

熱 中 症 補 正 自動設定 0.00%

工 期 日 数 0日間

冬 期 日 数 0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分 ４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正 自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正 補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正 補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正 補正なし 1.00

復 興 係 数 補 正 あり 1.2

一般管理費

前払金支出割合による補 正 補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正 補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率 補正しない 0.00%

盛岡市上下水道局- 25 -


















